
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市一般廃棄物処理基本計画 

 

 平成２8 年３月

神 戸 市 

▶ 神戸市一般廃棄物処理基本計画とは 
 

天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された「循環型社会」。そんな社会を目
指し、ごみの減量・資源化と適正処理に関する施策を推進していく神戸市の計画です。今回の計画期間
は平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間です。 

ごみ処理編 

概 要 版 



 

 

 

神戸市のごみ発生量は、平成 12 年度のピーク時に比べて大きく減少し、平成 25 年度

はピーク時の約 38％となっています。また過去 5 年間においても緩やかに減少していま

す。 

ごみ発生量の内訳は、家庭から出るごみが約 50％、事業所から出るごみが約 30％、

ごみとして排出される前に資源化されたもの（集団回収、店頭回収、大規模事業所での

独自の資源化量、街路樹等の剪定枝）が約 20％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、ごみの中には資源化できるものや、台所ごみに食べ残しや手つかず食品など

計画的に消費すれば減らすことができるもの(食品ロス)が、まだまだ含まれています。 

  
  

家庭系燃えるごみ

資源紙

16％

缶･びん･

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、

古布 4％

汚れていない

容器包装

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

2％
台所ごみ

32％

燃えるごみ
(台所ごみ除く)

30％

燃えないごみ

2％

食品ロス

事業系可燃ごみ

資源紙

16％

缶･びん･

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

1％

厨芥類

27％資源紙

以外の紙

27％

木･ｺﾞﾑ･

細じんなど

5％

不燃ごみ

2％

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

22％
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ごみ発生量の推移

事業系ごみ量

家庭系ごみ量

排出前資源化量

ピーク時

38％減
(1,033)

(677) (662) (654) (652) (643)

平成 23 年 4 月 

●家庭系ごみの「容器包装プラスチック」の分別収集の実施（全市実施） 

●家庭系ごみの「その他プラスチック」を燃えるごみへ区分変更 
 
平成 25 年 4 月 

●事業系ごみの排出区分を 3 区分「可燃ごみ」「粗大(不燃)ごみ」「資源ごみ」に変更 

●事業系ごみの「プラスチック」を可燃ごみへ区分変更 
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３Ｒの考え方や２Ｒ優先の取

り組みなど、情報提供の内容充

実と積極的な広報・啓発 

食品ロスの削減や紙のリサイ

クル促進など、品目別の取り組

み 

 

 

実行率が低いリユースについ

ての対策 

 

 

   

 

 

 

    

市民にとって品目別にわかり

やすい広報・啓発の取り組み 

 

 

 

現行の家庭系ごみ指定袋制度

の正しい情報提供 

生産者や販売者に対する、リサ

イクルしやすい製品づくりな

どの働きかけ 

 

 

 

 

 

 

    

若者や高齢者、マンション入居

者、中小規模の事業者などへの

積極的な情報発信 

人口減少・高齢化の進展による

課題（クリーンステーションの

管理、ごみ出し困難）に対応し

た取り組みの検討 

 

資源集団回収制度の充実や将

来の家庭系ごみ有料化など、経

済的誘導策の検討 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
水銀廃棄物や家庭系有害廃棄

物の適切な処理についての検

討 

 

 
平常時の効率的な収集処理体

制と、災害等非常時に安定的な

対応ができるシステムづくり 

 

  

品目別取組 リユース 

わかりやすさ 制度の情報 働きかけ 

人口減少・高齢化 

処理システム 

２ 

情報提供 

経済的誘導策 対象者別 

適正処理 



 

 

 

ごみに関して多くの人の意識・関心を高めることにより、これまでのごみの減量・資

源化の成果を親から子、子から孫の世代へ息長くつないで、豊かな自然のめぐみを将来

にわたって享受し続けられるよう、現世代がその保全に貢献していきます。 

また、市民相互のきずなや活発な地域活動といった神戸の特性を生かし、市民・事業

者の協力の下、継続的な啓発に努めていきます。 

さらにデザインを工夫することで市民・事業者の取り組み意識を高め、日々の具体的

な行動に結びつく効果的な方法で施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

市民・事業者の理解・協力（活発な地域・事業活動） 

「継続的な啓発」 
「デザインの工夫」 

 
次世代へつなげる循環型都市“こうべ” 

基本方針 □1  

むだをなくし、ごみを 
できるだけ出さない 

暮らしの確立 
（２Ｒの推進） 

効率的で適正な 
処理に向けた排出・ 
分別ルールの徹底 

若者から高齢者 
まで幅広い市民や 
全ての事業者に 

いきわたる情報発信 
と行動の展開 

基本方針 □2  基本方針 □3  

日々の具体的な行動 

《 基本理念 》 

【廃棄物対策の優先順位】つぎの順番でごみを減らしたり処理することが大切です。 

 ①～③までを《３Ｒ》(スリーアール) といい、このなかでも特に①(リデュース)と 

②(リユース)の《２Ｒ》(ツーアール) の取り組み優先していきましょう！ 

③リサイクル 
（再生利用） 

 
資源として 
活用する 

②リユース 
（再使用） 

 
繰り返し 
大切に使う 

①リデュース 
（発生抑制） 

 
ごみになる 
ものを減らす 

④熱回収 
（ごみ発電） 
エネルギー
として活用 

⑤適正処分 
 

適正に 
埋立処分 

２Ｒ 
３Ｒ 

３ 



 

 

●目標（目標年度：平成 37 年度） 

 

●目標指標（目標として設定する指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●参考指標（目標の達成に取り組んだ結果の参考数値） 

 

 
  

《 家庭系ごみ 》 

1 人 1 日あたり排出量（資源物を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源物を除く家庭系ごみのうち 

▶ 食品ロスの削減 

▶ 資源紙や古着･古布の回収促進 

▶ 缶･びん･ペットボトルや容器包装

プラスチックの分別徹底 により 

1 人 1 日あたり 50ｇを削減します。 

《 事業系ごみ 》 

排出量の総量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系ごみのうち 

▶ 厨芥類の削減 

▶ 紙類の資源化促進 により、 

20,000 トンを削減します。 

 

資源化可能な紙類

紙類・厨芥類から

減量・資源化促進

20 千ｔ

厨芥類

【H37】

176 千ｔ

資源化可能・ルール違反

適切に分別･資源化

及び食品ロス削減

50ｇ

台所ごみのうち食品ロス

【H37】

450ｇ

発生量
642.8 千ｔ

焼却量
462.2 千ｔ

焼却量
449.4 千ｔ 焼却量

422.7 千ｔ

最終処分量
86.9 千ｔ

最終処分量
76.1 千ｔ

最終処分量
68.4 千ｔ

資源化率
24％

資源化率
26％ 資源化率

27％

削減量
△32.0 千ｔ

削減量
△60.5 千ｔ

コスト削減等効率化に努める

25年度（基準年度） 32年度（中間目標） 37年度（最終目標）

温室効果ガス
229.8 千ｔｰCO2

温室効果ガス
166.5 千ｔｰCO2

温室効果ガス
157.6 千ｔｰCO2

発生量
610.5 千ｔ 発生量

582.3 千ｔ

１０％ 削  減

 
10％削減 
を見込む 

４ 

食品ロス削減及び 

適切に分別・資源化 
厨芥類・紙類から 
減量・資源化促進 
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（
発
生
抑
制
） 

リ
デ
ュ
ー
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（
再
使
用
） 

リ
ユ
ー
ス 

（
再
生
利
用
） 

リ
サ
イ
ク
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事業者 行 政 市 民 

□計画的な買い物や
食べ切りによる食
品ロスの減少 

 
□ごみの発生が少な
い商品の選択 

 
□生ごみの水切りの 
徹底 

□食品ロスが発生し
にくい工夫、利用
者への啓発協力 

 
□利用者にインセン
ティブ（動機付け）
を与える仕掛けづ
くり 

 
□簡易包装商品の販
売、レジ袋削減の
推進 

□デザインの工夫に
よる３Ｒの考え
方・２Ｒの普及・
啓発 

 
□高齢者等に対して
地域福祉と連携し
た取り組み 

 
□簡易包装商品の選
択やマイバックの
持参の啓発 

□古着・古布の資源
集団回収への排出 

 
□リサイクル工房、
民間リサイクルシ
ョップ、フリーマ
ーケットの活用 

 
□リターナブルび
ん、マイボトルの
利用 

□販売した商品（衣
類等）の回収 

 
□飲食店などによる
リターナブルびん
の販売・回収 

□リサイクル工房な
ど拠点回収の実施 

 
□資源集団回収助成
の充実 

□排出・分別ルール
の徹底 

 
□資源集団回収への
積極的参加（紙の
リサイクル） 

 
□地域住民同士によ
るごみ出し支援 

 
□小型家電のリサイ
クル 

□紙、食品廃棄物、
剪定枝の民間リサ
イクルルートの活
用 

 
□環境意識などを高
めるための従業員
への啓発・教育 

 
□小型家電リサイク
ル制度への参画
（認定事業者等） 

□地域福祉との連携
による高齢者等へ
のわかりやすい情
報の提供 

 
□中小規模事業所向
け・従業員向け啓
発資料等の作成 

 
□小型家電リサイク
ル制度の周知、啓
発、分別回収実施 



 

 

▶ 水銀等有害廃棄物への対応 
 
水銀廃棄物、家庭で放置されている塗

料や洗浄剤などの有害廃棄物、カセット

ボンベ・スプレー缶 

などの適正な回収・ 

処理体制について検 

討していきます。 

 

▶ 中小規模事業所への情報発信 
 
中小規模事業所、テナントビル入居者、

ごみの排出を直接行う従業員などこれま

で情報が届きにくかっ 

た人たちに対しても、 

行動につなげるための 

具体的な情報発信を行 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

▶ 食品ロスの削減  

“こうべ版”食品ロス削減運動の推進 

台所ごみの約２割を占めている「食品ロ

ス」の削減のため、デザインの視点を取り

入れた神戸らしい食品 

ロス削減運動を推進し 

ていきます。 

▶ 高齢者対応 
 
高齢者や障がい者に対するごみ出し支援

（ひまわり収集）を行い、地域福祉の補完

を図ります。 

今後は地域福祉 

とも連携しながら、 

分別を支援してい 

きます。 

▶ 3CC 体制での効率的･安定的な処理 
 
平成 29 年度から、東・西と新設する第

11 次クリーンセンターの 3 クリーンセン

ター体制とし、効率的に収集・処理を行っ

ていくとともに、 

災害時等にも対応 

した安定的な処理 

を目指していきま 

す。 

▶ 対象を絞った情報発信 

スマートフォンアプリの活用 

 ごみに対して関心が低い若い世代に対

してはスマートフォンアプリを活用した

情報提供を行う 

など、対象を絞 

り、効果的な情 

報発信を行いま 

す。 

 

▶ 紙のリサイクル  

資源集団回収活動の支援 

燃えるごみの中には「雑がみ」をはじ

めとした紙類が多く含まれ 

ています。資源の出しやす 

い環境づくりに取り組む等、 

資源集団回収の回収量の 

増加を図ります。 

▶ レジ袋の削減  

 買い物におけるマイバッグの持参の推

進に加えて、市民・事業者・行政の３者協

定によるレジ袋の削減の取り組みを全市

に展開していきます。 



 

 

 

 

 

 
施策１ リデュース（発生抑制）の推進 
 
【１】 ごみの発生抑制 
【２】 生ごみの発生抑制 ☛ 食べきりの推進など食品ﾛｽの削減 
【３】 容器包装の発生抑制 ☛ レジ袋の削減 
 
施策２ リユース（再使用）の推進 
 
【１】 古着・古布の再使用 
【２】 びんの再使用 ☛ びんのﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙの推進 
【３】 リユース情報の提供・普及啓発 ☛ 民間ﾘﾕｰｽｼｮｯﾌﾟの情報提供 ☛ ｲﾍﾞﾝﾄによるﾘﾕｰｽ容器の使用 
 
施策３ 減量・資源化が進む仕組みづくり 

    ☛ 資源集団回収活動の充実 
    ☛ 減量・資源化の状況、ごみ処理のしくみ、処理ｺｽﾄ等に関するわかりやすい情報提供 

 

 
施策１ 分別・リサイクルの推進  
【１】 排出・分別ルールの徹底 

☛ 紙（雑がみ）のﾘｻｲｸﾙ促進 ☛ 容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸのﾙｰﾙ徹底 
☛ 剪定枝、紙、食品などの民間ﾘｻｲｸﾙの推進 ☛ 持ち去り行為禁止の周知徹底 

【２】 排出・分別の支援 ☛ 高齢者対応 
【３】 小型家電リサイクル制度の推進 ☛ 小型家電の分別収集の検討 
【４】 市の率先垂範  
施策２ 適正な収集・運搬及び中間処理の推進  
【１】 施設の適正な運営・管理 
【２】 処理体制の効率化 ☛ ３ＣＣ体制での効率的・安定的な処理  
【３】 新たな法令等への対応 ☛ 水銀等有害廃棄物への対応 
【４】 指導・啓発        【５】 拡大生産者責任の確立        【６】 環境負荷の低減  
施策３ 適正な最終処分の推進           施策４ 災害廃棄物への対応 

 

 
施策１ 市民に向けた情報発信の展開  
【１】 多様な媒体を活用した情報発信 
【２】 対象を絞った情報発信 ☛ 若者、高齢者、外国人への情報発信 ☛ 共同住宅(ﾏﾝｼｮﾝ)所有者との連携 
【３】 行動をレベルアップできる情報提供 
【４】 情報の共有化が深まる情報交換  
施策２ 事業者に向けた情報発信の展開  
【１】 意識の向上に向けた情報発信 
【２】 中小規模事業所への情報発信 ☛ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ配布先の拡大 ☛業種別の情報発信 ☛ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ所有者との連携 
【３】 大規模事業所への情報発信  
施策３ 環境教育・学習の充実  
【１】 幅広い年齢層に対応した環境教育・学習の提供 
【２】 学校等と連携した子どもたちへの環境教育の推進及び人材の育成  
施策４ 美しいまちづくりの推進  
【１】 美しいまち「こうべ」の実現       【２】 クリーンステーション等の美化・不法投棄対策  
施策５ 市のコーディネーター機能の発揮 

 

 

基本方針□2    効率的で適正な処理に向けた排出・分別ルールの徹底

基本方針□3    若者から高齢者まで幅広い市民や全ての事業者にいきわたる情報発信と行動の展開

基本方針□1    むだをなくし、ごみをできるだけ出さない暮らしの確立（２Ｒの推進）

［注］「☛」は新たに導入する施策を指します。アイコンは p.2「ごみに関する 11 の課題」に対応しています。 

リユース 

経済的誘導策 制度の情報 情報提供 わかりやすさ 

品目別取組  働きかけ 

品目別取組  わかりやすさ  働きかけ  情報提供 人口減少･高齢化 

対象者別 情報提供 わかりやすさ 

処理システム 適正処理 

情報提供 わかりやすさ 

 

～ 次世代へつなげる 循環型都市”こうべ” ～ 

神戸市一般廃棄物処理基本計画【概要版】 ごみ処理編   
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